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 特定事業⽤宅地等の改正は影響なし︖ 
3 年縛りが⼊ったが 
今月は 2018 年 12 月 14 日に発表さ
れた 2019 年度税制改正⼤綱の解説
第 1 弾です。 

相続税の実務上非常に重要な小規模
宅地等の特例のうち、事業⽤の宅地に
ついて改正が⼊ります。具体的には対象
から相続開始前3年以内に事業の⽤
に供された宅地等が除外されます。これ
は相続税対策のために相続直前に高
齢の親名義で事業を開始するような節
税策を防止するためです。この改正は
2019 年 4 月 1 日以後の相続等に適
⽤されますが、同日前から事業供⽤され
ている土地には適⽤されません。なお、不
動産貸付業等は貸付事業⽤宅地とな
りますので、上記事業には該当しませ
ん。店舗や工場などをイメージするといい
でしょう。 

また、その土地の上で事業に使⽤してい
る減価償却資産の価額が土地の価額
の 15％以上である場合には除外され
ないことになっています。 

⼤半は影響なしか 
この除外規定は、土地についてこの事
業⽤宅地の小規模宅地等の特例を
適⽤した場合における節税額の土地
の価額に対する平均値により設定した
ようです。かなり怪しい数値ですが、い
ずれにしても土地の上に一定規模の
建築物があればこの改正には抵触し
ません。普通に建物などを建てれば当
然 15％は超えますので、この改正に
抵触するのはプレハブ程度の簡易的
な建築物を建ててｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰやﾄﾗﾝｸ
ﾙｰﾑなどを運営するいかにも相続税
対策でやりました的なものだけ相続
直前に開始した場合は認めないよ、
という結論になります。したがって実務
上⼤半は影響しないでしょう。 

なお、この事業⽤宅地は 400㎡まで
80％減額、さらに貸付事業と異なり
居住⽤宅地との完全併⽤が可能で
す。今後はアパート建築などではなく
事業⽤での相続税節税策が流⾏す
るかもしれません。 

今月のコメント 
皆様、本年も宜しくお願い致します。 

⼦供の頃に⾒た映画で⻑年記憶に残って
いる映画がありました。わずかな記憶しかな
く、最後の方のシーン（ヒロインが劇のセリ
フか何かを思い出そうとしてずっと思い出せ
ず、でも最後思い出してそのセリフを言うと
いうシーン）と、所々の映像のイメージ
（毒の沼があったり一緒に冒険する怪獣
がいたり）と何となくのストーリー（迷路の
ようなところを冒険する）しか覚えておら
ず、題名など探したくても探しようがなく諦
めていましたが、つい先日たまたまテレビで
やっていた映画を一瞬⾒てすぐ気になりつ
いに最後の覚えていたシーンに辿りづきまし
た。「ラビリンス魔王の迷宮」というものでな
ぜ⼦供心に残っていたかよく分かりません
が、新年早々20 年以上のわだかまりがと
けて清々しい気持ちになりました。 
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